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はじめに 

 

超高齢社会を迎えた我が国の医療・介護を巡る環境は、めまぐるしい変化を見せています。

現在の医療保険制度では毎年増大する国民医療費を安定的に負担することは困難になりつつあ

る一方、地域連携への推進、医師・介護スタッフ不足への対応など足元で対応すべき課題は多

岐にわたっています。こうした状況下、㈱日本政策投資銀行及び㈱日本経済研究所では、資金

調達への対応・コンサルティング業務のほか、「医療経営データ集（日本医療企画刊）」の発刊

などの情報提供を通して、医療・福祉分野での付加価値提供を目指してまいりました。 

 さて、今回は、「医療・介護関連業界ミニブック」として、「在宅シフトの現状と経営」にま

つわる情報をまとめました。現下の医療・介護環境において、在宅医療・介護へのシフトが一

つの方向性として示される一方、「在宅」にまつわる事業としての環境整備は正に進行中という

状況かと思われます。その事業環境を概観してみるのが、本ミニブックのテーマとなります。

そこで本書では、「在宅医療と在宅介護の現況」ということで施設数・利用者数・全国分布など

を概観すると共に、近時の診療報酬改定動向を振り返り、併せて「在宅介護」分野における居

宅サービス事業所の経営状況推移を取り上げています。 

 また、第４章として、2013 年に実施した「医療周辺産業研究会」における成果報告書を巻末

に再掲させていただきました。同研究会では、「在宅シフト」というテーマのみならず、 

「医療・介護分野において新たな顧客・ニーズに対応した医療周辺産業の新サービス及びその

担い手の必要性が増してくること」を想定して、「医療周辺産業の事業展開の課題・方向性」を

テーマに議論を行ったことを 2013 年 11 月に報告書としてとりまとめたものです。 

本書が、医療・介護関連産業に従事されている方々をはじめ、多くの皆様にご高覧、ご活用

いただくことを願います。また、データの特性等から不定期刊行になるとは思いますが、皆様

のご意見を頂戴しながら、内容の改善・充実を図っていきたいと思います。有益なご示唆を賜

りますことを心よりお願い申し上げます。 

 

㈱日本政策投資銀行・㈱日本経済研究所 病院経営研究チーム 
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※ データに関する参考 

第３章では平成 17 年、20 年、23 年に関して３月の１か月間の経営状況について、無
作為に抽出したサンプルにアンケートを実施した結果から事業所の平均像を浮き彫りに
することを試みているが、数値を引用した「介護事業経営実態調査結果」は調査年により
アンケートの配布先、回収数に違いがある点に留意されたい。第３章ではそれぞれの事業
所、年ごとに調査対象数（ｎ）を示している。また、第３章（１）のウ「訪問看護」（Ｐ.22）
であげている常勤換算職員数は１事業所当たりの平均職員数であり、第１章（２）のア「訪
問看護ステーション数、利用者数及び常勤換算従事者数の推移」（Ｐ.４）で示した訪問
看護事業所の常勤換算従事者数は全国の数値であるため、大きな開きがある点に留意され
たい。 
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１ 在宅医療と在宅介護の状況 

（１）在宅医療 
在宅療養支援診療所（以下、「在支診」という）は在宅医療普及の促進策として平成
18 年に新設されたもので、診療報酬上の優遇による促進政策が図られている。施設中心
の医療・介護制度を見直し、自宅でも終末期迄医療が受けられる仕組み（在宅医療制度）
を整えるための拠点となるべく整備が進められており、24 時間対応、往診、看取りを行
う医療機関である。創設当初は診療所のみであったが、平成 20 年から病院（在宅療養支
援病院。以下、「在支病」という。）にも拡大された。また、平成 24 年度の診療報酬改定
では看取りや往診の実績がある在支診・在支病（機能強化型）での診療報酬の加算が打
ち出されている。 
 
ア 在支診・在支病届出数と在宅医療を実施した医療施設数の推移 

在支診・在支病ともに創設からその数が右肩上がりに増加している。 
一方、届出の有無に関わらず、在宅医療を実施した医療機関数の推移をみてみると、

届出を行っていない多くの医療機関でも在宅医療が実施されていることがわかる。ま
た、診療所は増加傾向にあるが、病院は在支病制度以降も減少しており、在宅医療に
対応する病院と対応しない病院に機能分化が進んできている事が推測できる。 

平成18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年

在支病 - - 7 11 335 422 746 

在支診 9,434 10,477 11,450 11,955 12,411 12,841 13,758
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在支診・在支病の届出数（年次推移）

 
出典：厚生労働省「在宅医療の現状」（平成 25 年７月 13 日）を基に作成。 
 

平成14年 17年 20年 23年

病院 5,966 5,928 5,467 5,138 

診療所 34,672 34,599 38,431 38,414 

0 
5,000 
10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
30,000 
35,000 
40,000 
45,000 

在宅医療を実施した医療施設数の推移

 
（注）平成 23 年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値

である。 
出典：厚生労働省「医療施設（静態）調査」を基に作成。 
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イ 在宅医療を受けた患者数及び在宅医療実施件数の推移 
在宅医療を受けた患者の推計数を見てみると、平成 17 年まで（在支診の創設前）

には横ばいから減少傾向にあったのが、平成 20 年、23 年には急激に増加している。ま
た、病院と診療所を比較すると、診療所において、患者数の増加がより顕著である。 
年齢階級別にみると、75 歳以上の後期高齢者が大部分を占めていることが分かる

（平成 23 年では約 75％）。平成 11 年から平成 23 年の間の推移をみると、65～74 歳の
み横ばい傾向であるが、それ以外は増加している。 
在宅医療実施件数の推移を見ると、患者数と同様に平成 17 年まではやや減少傾向

にあったが、それ以降増加している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
出典：厚生労働省「患者調査」を基に作成。 
 

平成14年 17年 20年 23年

病院 253,643 237,385 255,487 291,104 

診療所 735,183 719,080 886,572 1,104,602 

合計 988,826 956,465 1,142,059 1,395,706 
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在宅医療実施件数の推移

 
（注１）実施件数は各年９月の件数である。 
（注２）歯科訪問診療を含む。   
（注３）平成 23 年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値で

ある。 
出典：厚生労働省「医療施設（静態）調査」を基に作成。 

 

平成11年 14年 17年 20年 23年

病院 12.8 11.6 12.6 11.0 15.3 

診療所 51.9 45 49.4 62.4 78.9 

歯科診療所 4.8 15 2.8 25.3 16.5 

合計 69.5 71.6 64.8 98.7 110.7 
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在宅医療を受けた患者数推計（施設別）
（単位：千人）

平成11年 14年 17年 20年 23年

75歳以上 49.5 52.6 48 76.3 82.9 

65～74 11.60 10.3 7.3 10.3 10.8 

35～64 6.1 5.3 7.2 8.8 13.2 

34歳以下 1.5 3.2 2.3 3.1 3.5

総数 69.5 71.7 64.8 98.7 110.7 
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（単位：千人）
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ウ 都道府県別人口 10 万人当たりの医師数 
 在宅支援診療所及び病院に勤務する医師数を示すデータがない（なお、日医総研の調
査「在宅医療を担う診療所現状と課題」によれば、在支診 1施設当たりの常勤換算在宅
医数は 1.2 人であった。）ため、代わりに人口 10 万人当たりの医師数を都道府県別で以
下に示す。
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出典：厚生労働省「平成 22 年医師・歯科医師・薬剤師調査」を基に作成。 
 
エ 都道府県別在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院数 

以下は、人口 10 万人当たりの在支診・在支病の数を都道
府県別に示したものである。（地図は数が多いほど色が濃くな
っている。）また、参考のために高齢化率も併せて示した。在
支診・在支病は西日本で整備が進んでおり、「西高東低」の傾
向が見られる。また、秋田県や高知県のように高齢化率が高
くても施設数が少ない県がある一方で、大阪府や福岡県のよ
うに高齢化率が低くても施設数が多い地域もあり、在支診・
在支病の整備状況と高齢化率との間には相関が見られなかっ
た。 
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人口10万人当たりの在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の数

在宅療養支援診療所 在宅療養支援病院 高齢化率（右目盛り）

（％）（人口10万人当たり数）

 
出典：厚生労働省「平成 24 年度在宅医療連携拠点事業説明会資料 在宅医療の最近の動

向」（平成 24 年 7 月 11 日）、内閣府「平成 24 年版高齢社会白書」を基に作成。 

ⓒ ＥＳＲＩ 
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（２）訪問看護 
訪問看護は医療と介護の両方に関わるものであり、医療保険・介護保険の双方から受
給可能なサービスである。介護の中では居宅サービスに分類されるが、今回はその中間
的な性格を考慮して、居宅サービスとは別に取り上げる。また、訪問リハビリテーショ
ンも訪問看護同様、医療と介護のどちらにも関わるが、サービス提供事業所が病院・診
療所、訪問看護ステーション、老健など複数にわたり、数の把握が困難であるため、今
回の数値算出には含まれていない。 
 
ア 訪問看護ステーション数、利用者数及び常勤換算従事者数の推移 

訪問看護ステーション数は介護保険制度開始から平成 18 年までは一貫して増加し
たものの、それ以降は横ばいから減少傾向が続いていたが、直近の平成 23 年には前年
より増加している。また、訪問看護サービス利用者の年齢構成を見てみると、75 歳以
上（後期高齢者）が約８割を占めている。 

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

事業所数（左目盛り） 4,730 4,825 4,991 5,091 5,224 5,309 5,470 5,407 5,434 5,221 5,119 5,212

利用者数（右目盛り） 204 221 244 263 275 280 292 293 303 314 320 341

常勤換算従事者数（右目盛り） 22.3 21.5 23.0 24.3 25.4 26.5 27.0 27.1 28.1 28.3 29.2 30.7 
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（注）利用者数には医療保険によるものも含む。 
出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」を基に作成。 
 
【参考】訪問看護サービス利用者の年齢構成 
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訪問看護サービス利用者の年齢構成（Ｈ24年度）

 
出典：厚生労働省「平成 24 年度介護給付費実態調査」を基に作成。 
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イ 都道府県別人口 10 万人当たりの看護師数 
人口 10 万人当たりの看護師数を都道府県別にみてみると、東日本で少なくなって

いるが、北陸圏、四国、九州で多くなっており、医師よりも更に地域的な偏在が目立
っている。 
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人口10万人当たりの看護師数

 
出典：厚生労働省「平成 24 年病院調査」を基に作成。 

 
ウ 都道府県別訪問看護ステーション数（要介護認定者千人当たり） 

以下は、要介護認定者千人当たりの訪問看護ステーション
数を都道府県別に示したものである。（地図は数が多いほど色
が濃くなっている。） 
東北における秋田県、北陸における富山県、四国の香川県、

九州の佐賀県、長崎県のように、各地域に非常に訪問看護ス
テーション数が少ない県と、青森県、長野県、熊本県など、
多い県が混在することが特徴となっている。また、石川県や
高知県など、看護師数が多い県で必ずしも訪問看護ステーシ
ョンが多くなっているとは言えず、看護師数との相関は感じ
られない。 
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要介護認定者千人当たりの訪問看護ステーションの数

 
出典：厚生労働省「平成 23 年 介護サービス施設・事業所調査」、「平成 23 年度介護保

険事業状況報告」を基に作成。

ⓒ ＥＳＲＩ 
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（３）在宅介護 

介護サービスを大きく分けると居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの

３種類になる。本章では居宅サービスを在宅介護に関わるサービスとして概観する。居

宅サービスは在宅医療と相補的に働きながら、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく最

後まで生活を続けていけるようサポートするサービスである。 

 

 

【参考表 居宅サービスの種類と内容】 

サービスの種類 内容 

訪問介護 
（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）

介護福祉士等が自宅を訪れ、入浴、排せつ、食事等の介護や、衣類の着脱、通院

等の日常生活上の介助を提供するサービス。 

訪問入浴介護 利用者の自宅に、浴槽や必要な機材を持ち込んで、入浴の介護を行うサービス。 

★訪問看護 看護師や保健師などが利用者の自宅を訪問し、医師の指示のもと、療養上のお世

話や医療処置を提供するサービス。 

★訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、医師の指示にもとづいて、理

学療法や作業療法などのリハビリテーションをおこなうサービス。 

★居宅療養管理指
導 

医師、歯科医師、看護師、薬剤師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、療

養上の管理及び指導をおこなうサービス。 

通所介護 
（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 

利用者を老人デイサービスセンターや養護老人ホームなどに日帰りで送迎し、入

浴や食事、健康維持や機能訓練などを提供するサービス。 

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
（ﾃﾞｲｹｱ） 

利用者を介護老人保健施設や病院、診療所などに日帰りで送迎し、理学療法士や

作業療法士などによるリハビリテーションを提供するサービス。 

短期入所生活介護
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

利用者を介護老人保健施設などに短期間（数日から１週間程度）入所させて、入

浴や排泄などの介護や食事、機能訓練などを提供するサービス。 

短期入所療養介護
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

医学的な管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを提供するショー

トステイ。 

特定施設入居者生
活介護 

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム（特定施設）において、入浴や排泄など

の介護や看護、食事、機能訓練などを提供するサービス。 

★住宅改修 手すりの取付けや、段差の解消、床材や扉の変更など、要介護者等が自宅で安全

に快適に過ごすことを目的とした住宅改修。工事費の９割が支給される。 

福祉用具貸与 要介護者等が自立した生活をおくるために必要な車椅子や特殊ベッドなど 12 種

目の福祉用具のレンタルサービス。 

特定福祉用具販売 入浴や排泄などレンタルになじまない福祉用具の購入。購入費の 9割が給付され

る。 

出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」を基に作成。 

 

 

※居宅サービス合計を算出するに当たって、「介護サービス施設・事業所調査」を用い

たが、医療施設が実施する訪問リハビリテーションや居宅療養管理指導、工務店が行

う住宅改修等のサービスについては事業所数・サービス利用者数・従事者数を把握で

きないため除いている。また、訪問看護は（２）において別掲したため除いている。

このように、次ページのグラフの数値に含まれていないものには上記表に★を付した。 
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ア 居宅介護サービス事業所数、利用者数及び常勤換算従事者数の推移 
上表の各居宅サービスを合計して「事業所」、「従事者」、「利用者」各数について、

介護保険制度開始から直近までの推移を見たものが下の図表である。利用者数が減少
した時期もあるが、制度開始以来、概ね増加傾向にある。介護保険制度開始時の平成
12 年と平成 23 年を比較すると、事業所数は約 2.2 倍、利用者数は約 2.8 倍、従事者数
は約 4.3 倍に増加している。また、居宅介護サービス利用者の年齢構成をみてみると、
８割以上を後期高齢者が占めていることが分かる。 

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

事業所数（左目盛り） 36,901 42,463 45,618 52,891 58,047 66,186 74,272 76,600 77,156 78,038 76,658 79,600

利用者数（右目盛り） 1,637 2,240 2,742 3,246 3,501 4,003 3,764 3,923 4,103 4,362 4,349 4,513

常勤換算従事者数（右目盛り） 166 306 351 415 476 555 582 608 640 665 676 718
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居宅介護サービス事業所数、利用者数及び常勤換算従業者数の推移
（単位：千人）

 
（注１）介護予防も併せて行っている事業所は対象に含むが、介護予防のみ行って

いる事業所は含まない。 
（注２）利用者人数には介護予防サービス利用者数を含む。 
出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」を基に作成。 

 
【参考】居宅介護サービス利用者の年齢構成 

（40～64歳）

3.7%

（65～69歳）

4.4%

（70～74歳）

7.7%

（75～79歳）

14.4%
（80～84歳）

22.9%
（85～89歳）

25.3%
（90～94歳）

15.7%
（95歳以上）

5.9%

居宅介護サービス利用者の年齢構成（Ｈ24年度）

 
（注）訪問看護サービス、福祉用具購入、住宅改修を除いている。 
出典：厚生労働省「平成 24 年度介護給付費実態調査」を基に作成。 
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イ 都道府県別要介護認定者数（要支援含む） 

要介護認定者数（要支援含む）を都道府県別に示したのが下の図表である。おおむ

ね人口と比例して要介護認定者数も多くなっており、人口の多い都道府県が要介護認

定者数も多くなっている。しかし、大阪府、広島県、愛媛県、岡山県、福岡県、鹿児

島県など、西日本で人口当たりの要介護認定者数が多い地域がある。 
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（単位：千人） （単位：千人）

 
出典：厚生労働省「平成23年介護保険事業状況報告」、総務省「平成22年国勢調査」

を基に作成。 

 

ウ 都道府県別要介護認定率 

要介護認定率（要支援認定者を含む要介護認定者数を高齢者人口で割ったもの）と

高齢化率の関係について都道府県別にみたのが次頁の３つのグラフである。一般的に

高齢化率が高くなれば要介護認定率も高くなると考えられる。都道府県別グラフでも

概ねそのような傾向を示しているものの、西日本では高齢化率と比較して要介護認定

率がやや高くなる傾向が見られた。 

更に、要介護者を、狭義の要介護者（要介護１～５）と、要支援者（要支援１、２）

に分けてみてみると、西高東低型の傾向がより明確に示され、認定に地域差があるこ

とが明らかになった。また、要介護認定率と高齢化率の間には相関がみられる（相関

係数＝0.68）のに対し、要支援認定率と高齢化率の間には相関が見られず（相関係数

＝0.26）、要支援認定率の地域差の状況はむしろＰ.３に示した「人口 10 万人当たりの

在支診及び在支病数」と類似していることが分かった。 

このことから、要支援者の認定には在宅医療の整備状況とも関連する何らかの要因が

影響を与えている可能性があることが推測できる。 



 

9 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

北
海
道

青
森
岩
手
宮
城
秋
田
山
形
福
島
茨
城
栃
木
群
馬
埼
玉
千
葉
東
京
神
奈
川

新
潟
富
山
石
川
福
井
山
梨
長
野
岐
阜
静
岡
愛
知
三
重
滋
賀
京
都
大
阪
兵
庫
奈
良
和
歌
山

鳥
取
島
根
岡
山
広
島
山
口
徳
島
香
川
愛
媛
高
知
福
岡
佐
賀
長
崎
熊
本
大
分
宮
崎
鹿
児
島

沖
縄

要介護認定率（要支援含む）と高齢化率（平成23年）

要介護認定率（要支援含む） 高齢化率
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要介護認定率と高齢化率（平成23年）

要介護認定率 高齢化率

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：厚生労働省「平成23年度介護保険事業状況報告」、総務省「平成23年人口推計」 
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エ 都道府県別訪問介護事業所及び通所介護事業所数（要介護認定者千人当たり） 
以下は、要介護認定者千人当たりの訪問介護事業所及び通

所介護事業所数を都道府県別に示したものである。（地図は数
が多いほど色が濃くなっている。） 
在支診や訪問看護ステーションほどの不均衡は見られな

いが、京都府が目立って少ない。また、通所と訪問の割合は
多くの都道府県で同じくらいか、やや訪問が低くなっている
が、近畿圏では訪問の割合が高くなっている。 
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要介護認定者千人当たりの訪問介護事業所及び通所介護事業所の数

通所介護事業所 訪問介護事業所

 
（注）宮城県・福島県については東日本大震災の影響により調査を見合わせた地域が

ある。 
出典：厚生労働省「平成 23 年介護サービス施設・事業所調査」、「平成 23 年度介護保

険事業状況報告」を基に作成。 
 

ⓒ ＥＳＲＩ 
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オ 介護従事者の人材確保 

福祉関係の人材に関して、有効求人倍率を都道府県別にみたものが青い棒グラフで

あり、全産業についての有効求人倍率を示したのが赤い棒グラフである。全産業の平

均が 0.88 倍であるのに対し、福祉関係分野では 2.44 倍となっており、福祉関係にお

ける人手不足の傾向が顕著に示されている。また、福祉関係の人材の有効求人倍率は

関東圏の一部の都道府県では５倍を超えている一方、四国、九州では概ね２倍以下、

最も高い愛媛県でも３倍強となっており、地域差もみられる。 
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出典：全国社会福祉協議会 中央福祉人材センター「福祉人材の求人求職動向」（福祉人

材センター・バンク 平成 24 年 10～12 月職業紹介実績報告）を基に作成。 
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２ 地域包括ケアシステムと診療報酬・介護報酬改定 

（１）地域包括ケアシステムの概要 
厚生労働省は平成37年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるような地域ごとの体制を「地域包括
ケアシステム」として構築していくことを目指している。この体制の構築には下図に示
したように、住まいを中心とした30分圏内の範囲で、医療・介護・生活支援・介護予防
などのサービスが切れ目なく提供されることが必要であり、そのために各サービスの提
供者が連携を行うことが求められている。以降の（２）から（４）で詳しくみていくが、
平成24年度の診療報酬と介護報酬のダブル改定でも「持続可能な介護保険制度の構築」
と「地域包括ケアシステムの構築」という２点が方針として示されている。医療と介護
の連携や在宅医療（かかりつけ医）の分野に重点的な配分がなされており、保険制度か
らもシステム構築の後押しをすることが明確に示されているといえる。 
また、このシステムを費用負担の側面から捉えると、「自助・互助・共助・公助」の

４つに整理することができるが、公助や共助の大幅な拡充を期待することは困難であり、
今後はいかに「自助」（自らの健康管理、市場サービスの購入）と「互助」（ボランテ
ィアや住民相互間の活動）を活性化できるかが地域包括ケアシステム構築の鍵となって
くるとみられている。 
 

 
 

 
出典：厚生労働省ホームページ「地域包括ケアシステム」 
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（２）平成 24 年度診療報酬・介護報酬ダブル改定 
平成 24 年４月、診療報酬と介護報酬の改定が同時に行われる、所謂ダブル改定が行わ

れた。医療保険の診療報酬は２年おき、介護保険の介護報酬は３年おきの改定であるため、
ダブル改定は６年に一度の改定となる。 
今回のダブル改定では、「持続可能な介護保険制度の構築」と「地域包括ケアシステ

ムの構築」という２点を目指して、限りある医療資源の中で超高齢社会に対応するための
いっそうの機能分化と連携を推し進めることが謳われている。 
特に、地域住民がいつでも必要な医療・介護サービスを受けられる「地域包括ケアシ

ステム」の構築に向けては重点配分の医科のⅡとして「医療と介護等との機能分化や円滑
な連携、在宅医療の充実」があげられており、1,500 億円が充てられるなど、改定の柱と
して重視されている。 

 
（３）平成 24 年度診療報酬改定の概要 

ア 改定率 
全体改定率は＋0.004％、診療報酬本体については5,500億円を原資とする＋1.38％

の引上げとなり、医科にはうち4,700億円が配分された。 
 
全体改定率 ＋0.004％ 
診療報酬（本体） ＋1.38％（約5,500億円） 
うち医科 ＋1.55％（約4,700億円） 

歯科 ＋1.70％（約 500億円） 
調剤 ＋0.46％（約  300億円） 

薬価等 ▲1.38％（約5,500億円） 
 

イ 重点配分 
○医科（約 4,700 億円） 
Ⅰ 負担の大きな医療従事者の負担軽減（約 1,200 億円） 
Ⅱ 医療と介護等との機能分化や円滑な連携、在宅医療の充実（約1,500億円） 
Ⅲ がん治療、認知症治療などの医療技術の進歩の促進と導入（約2,000億円） 
 
○歯科（約 500 億円） 
Ⅰ チーム医療の推進や在宅歯科医療の充実等 
Ⅱ 生活の質に配慮した歯科医療の適切な評価 
 
○調剤（約 300 億円） 
Ⅰ 在宅薬剤管理指導業務の推進や薬局における薬学的管理及び指導の充実 
Ⅱ 後発医薬品の使用促進 
 

ウ 重点課題 
Ⅰ 急性期医療等の適切な提供に向けた病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負
担軽減（1,200 億円） 

Ⅱ 医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化及び在宅医療等の
充実（1,500 億円） 

Ⅲ がん治療、認知症治療などの医療技術の進歩の促進と導入（2,000 億円） 
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エ 在宅医療に関わる改定（重点課題のⅡ） 
（ｱ）在宅医療の充実 
医療機関間連携等による在宅医療の機能強化と看取りの充実 
 ・医療機関間連携等を行い、緊急往診と看取りの実績等を有する医療機関につい

て評価の引上げ 
■ 機能を強化した在宅療養支援診療所／病院（病床を有する場合）の例 
 
 
 
 
 
 
 

在宅緩和ケアの充実 
 ・緩和ケア専門の医師・看護師と、在宅医療を担う医療機関の医師・看護師が共

同して、同一日に診療・訪問を行った場合の評価 
 
（ｲ）在宅歯科医療の評価 
在宅歯科医療の推進 
 ・歯科訪問診療の対象者の表現の見直し 

 「常時寝たきりの状態等であって、在宅等において療養を行っており、疾病、
傷病のため通院による歯科治療が困難な患者」 
⇒ 「常時寝たきりの状態等であって、」部分を削除 

・歯科訪問診療所の評価の引上げ 
 歯科訪問診療１ 830 点 ⇒ 850 点 
・歯科訪問診療の器具の携行に関する評価の見直し 
 在宅患者等急性歯科疾患対応加算 
同一初診期間中                同一建物居住者以外：170 点 
 １回目：232 点                同一建物居住者 同一日に５人以下：85 点 
 ２回目以降：90 点               同一日に６人以上：50 点 
・歯科衛生士の歯科訪問診療の補助に関する評価 
【新設】歯科訪問診療補助加算 同一建物居住者以外：110 点 
               同一建物居住者：45 点 

  
（ｳ）在宅薬剤管理指導業務の一層の推進 
在宅業務に対する新規評価 
 ・在宅業務を推進するため、過去の実績も考慮した施設基準を満たす薬局が、在

宅患者向けに調剤した場合の加算の新設 
 【新設】在宅患者調剤加算 15 点（処方せん受付１回につき） 

小規模薬局間の連携による在宅業務の評価 
 ・かかりつけ薬局が対応できない場合に、予め連携しているサポート薬局が臨時

に在宅訪問対応できるよう、制度の見直し 
※現行では、薬局単独で実施した場合のみ算定可能。改定後は、サポート薬局が実施した場
合であっても算定可能 

無菌調剤に係る薬局の負担軽減 
 ・無菌調剤に関する施設基準の合理的見直し 

※小スペースでも実施可能となるよう、専用の部屋（５㎡以上）の施設要件を削除 
在宅訪問可能な距離の目安を設定 
 ・患家までの距離が遠い場合は緊急時に患者の不利益も予想されることから、16

ｋｍを超える場合には、原則、算定不可に 

現行 
往診料 緊急加算 650 点 
在宅時医学総合管理料 
（処方せん有） 

4,200 点 

在宅患者緊急入院診療加算 1,300 点 
在宅ターミナルケア加算 10,000 点 
 

改定後 
往診料 緊急加算 850 点 
在宅時医学総合管理料 
（処方せん有） 

5,000 点 

在宅患者緊急入院診療加算 2,500 点 
【新設】ターミナルケア加算 
【新設】看取り加算 

6,000 点 
3,000 点 
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（ｴ）訪問看護の充実 
医療ニーズの高い患者への対応 
 ・訪問看護の充実を図るため、訪問看護の訪問回数や対象の制限等について要件

緩和 
－訪問看護を週４回以上提供できる対象の拡大 
－退院直後、外泊日、退院当日の訪問看護を評価 
－月 13 回以上の訪問看護に係る訪問看護管理療養費の算定対象の拡大 

効率的かつ質の高い訪問看護の推進 
 ・看護補助者との同行訪問及び専門性の高い看護師との同一日の訪問看護の評価 

 【新設】複数名訪問看護加算 300 点（訪問看護療養費 3,000 円） 
・専門性の高い看護師による訪問の評価（褥瘡ケア又は緩和ケア） 
 【新設】在宅看護訪問看護・指導料（専門の研修を受けた看護師）12,850 円 
 【新設】訪問看護基本療養費   （専門の研修を受けた看護師） 1,285 点 
・長期間訪問看護の対象拡大：超重症児・準超重症児等 

 
（ｵ）維持期リハビリテーションの評価 
維持期リハビリテーションの評価 
 ・要介護被保険者等に対する脳血管疾患等リハビリテーション、運動期リハビリ

テーションの評価の見直し 
 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ 245 点 ⇒ 221 点 
 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ 200 点 ⇒ 180 点 
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅲ 100 点 ⇒  90 点 
運動期リハビリテーション料Ⅰ 175 点 ⇒ 158 点 
運動期リハビリテーション料Ⅰ 165 点 ⇒ 149 点 
運動期リハビリテーション料Ⅲ  80 点 ⇒  80 点 
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（４）平成 24 年度介護報酬改定の概要 
  ア 介護保険制度発足（平成 12 年）以降の改定経過 

下表は、これまでの介護報酬改定率を一覧にしたものである。介護保険制度は、制
度発足からまだ12年と浅いこともあって、法制度の見直しが複数回なされており、３
年に一度の報酬改定の他に、法改正において、報酬率の変更に相当する制度変更も行
われてきている。 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
イ 平成 24 年度改正のポイント 

平成24年度の介護報酬改定率は、全体で1.2％の引上げであり、在宅が1.0％、施設
が0.2％の引上げという内訳になっている。しかし、これまで処遇改善交付金として職
員の給与水準を底上げしていた予算を廃止し、介護報酬の中に介護職員処遇改善加算
として入れ込む形で改定されているため、この処遇改善交付金分（2.0％程度）を除い
て考えると、実質の改定率はマイナスであると言える。 
また、医療報酬改定同様、介護報酬改定においても地域包括ケアシステムをより一

層推し進めるという視点から改定が行われており、在宅医療の推進に資する訪問系、
短時間サービスには加算が行われる一方、同一建物内でのサービス提供等については
訪問、送迎の負担が少ないことを反映して減算するとしている。 
改正のポイントは、以下の４点に整理できる。 

 
（ｱ）在宅サービスの充実と施設の重点化 

中重度の要介護者が住み慣れた地域で在宅生活を継続できるようなサービスの適
切な評価及び施設サービスの重点化 

 
（ｲ）自立支援型サービスの強化と重点化 

介護予防・重度化予防等の観点から、リハビリテーション、機能訓練など自立支
援型サービスの適切な評価及び重点化 

 
（ｳ）医療と介護の連携・機能分担 

診療報酬との同時改定の機会に、医療と介護の連携、機能分担を推進 
 
（ｴ）介護人材の確保とサービスの質の向上 

  

平元15/４ 0.1 ▲ 4.0 ▲ 2.3 在宅サービスの充実

　　17/10 介護保険施設入居者に対し、食費と居
住費負担を設ける

　　18/４ ▲ 1.0 0.0 ▲ 0.5 予防型サービスの充実
　　20/５ 療養病床からの転換促進
　　21/４ 1.7 1.3 3.0 職員の人材確保と処遇改善

　　24/４ 1.0 0.2 1.2 施設から在宅への移行をはかり、自立
支援型サービスを充実

介護保険法改正により、食費・居住費の基準見直し

ポイント・視点

介護報酬

介護保険法改正により、老人保健施設等の基準見直し

改定率（％）
改定年月

在宅 施設 平均
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ウ 主な改正内容 
各ポイントの主な改定内容は下表のとおりとなっている。 
 

(ｱ) 在宅サービスの充実と施設の重点化 
定期巡回・随時対応サービスの創設 
 ・日中・夜間を通じて１日複数回の定期訪問と随時の対応を新設 

【新設】１月の基本報酬                     
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

①訪問看護サービスを利用する場合 9,270 単位 /月 13,920 単位 /月 20,720 単位 /月 25,310 単位 /月 30,450 単位 /月

②訪問看護サービスを利用しない場合 6,670 単位 /月 11,120 単位 /月 17,800 単位 /月 22,250 単位 /月 26,700 単位 /月  
複合型サービスの創設 
 ・小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有した複合型サービスを創設 

【新設】１月の基本報酬           
 
 
 

緊急時の受入れの評価（ショートステイ） 
 ・緊急時の円滑な受け入れ態勢を整えている事業所の体制を評価 

■ 短期入所生活介護 
【新設】緊急短期入所体制確保加算：40 単位/日、緊急短期入所受入加算：60

単位/日 
■ 短期入所療養介護 
【新設】緊急短期入所受入加算：90 単位/日 

 
(ｲ) 自立支援型サービスの強化と重点化 
訪問介護と訪問リハビリテーションの連携の推進 
 ・サービス提供責任者とリハビリテーション専門職が同時に利用者宅を訪問し、

両者の共同で訪問介護計画を作成することに対する評価 
■ 訪問介護 
【新設】生活機能向上連携加算：100 単位/月（３か月間算定可能） 
■ 訪問リハビリテーション 
【新設】訪問介護事業所との連携加算：300 単位/回（３月に１回を限度に加算） 

短時間型通所リハにおける個別リハビリテーションの充実（通所リハ） 
 ・医療保険から介護保険への円滑な移行等のため、個別リハビリテーション実施

加算の算定要件を見直し 
■ 所要時間１時間以上２時間未満において、個別リハビリテーション実施加算
の１日複数回算定を可能とする。 

生活援助の時間区分の見直し（訪問介護） 
 ・効率的な人材活用とサービス提供のために時間区分を見直し 

【新設】20 分以上、45 分未満：190 単位/回 
30 分以上 60 分未満：229 単位/回 ⇒ 45 分以上：235 単位/回 
60 分以上：291 単位/回（従来のまま） 

利用者の住居と同一の建物に所在する事業所に対する評価の適正化 
 ・サービス付き高齢者住宅のように、同一施設内に居住する一定数以上の利用者

に対してサービスを提供する場合の評価を適正化する。 
■ 訪問系サービス 所定単位数に 90/100 を乗じた単位数を算定 
■ 通所系サービス 所定単位数から 94 単位/日を減じた単位数を算定 

   

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

13,255 単位 /月 18,150 単位 /月 25,111 単位 /月 28,347 単位 /月 31,934 単位 /月
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(ｳ) 医療と介護の連携・機能分担 
入院・退院時の情報共有や連携強化 
 ・医療と介護の連携に関する加算を強化 

■ 医療連携加算 
 
 
 
 
 
■ 退院・退所加算の見直し 
 
 
 
 
■ 緊急時等居宅カンファレンス加算の創設 
【新設】緊急時居宅カンファレンス加算：200 単位/回（２回/月を限度に加算） 
■ 医療機関と共同した退院支援の評価 
訪問看護ステーション等の看護師等が入院中に退院にむけて医療機関と共
同して、在宅療養に必要な指導を行った場合に評価 

【新設】退院時共同指導加算：600 単位/回 
看取り対応の強化 
 ・介護老人福祉施設の配置医師と在宅支援診療所・在宅支援診療病院等の外部の

医師が連携して、介護老人福祉施設における看取りを行った場合について診療
報酬において評価を行うため、単位及び算定要件を見直し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護職員のたん吸引等の実施（訪問介護、訪問看護、特養） 
 ・訪問介護及び特養における加算の算定要件の見直しと、訪問看護事業所が訪問

介護事業所と連携して計画作成を支援した場合について評価 
■ 訪問介護における特定事業加算及び特養における日常生活加算の算定要件
に、たんの吸引等が必要な者を追加 

■ 訪問看護との連携加算 
【新設】看護・介護職員連携強化加算：250 単位/月 

名称 加算単位 名称 加算単位

医療連携加算　 150単位/月

入院時情報連携加算（Ⅰ）
＜病院・診療所に訪問する場合＞
入院時情報連携加算（Ⅱ）

＜病院・診療所に訪問しない場合＞

200単位/月

100単位/月

改正前 改正後

⇒

名称 加算単位 名称 加算単位
退院・退所加算（Ⅰ）
退院・退所加算（Ⅱ）

400単位/月
300単位/月 退院・退所加算 300単位/月

※入院等期間中に3回まで算定可能

改正前 改正後

⇒

特定施設入居者生活介護
【看取り介護加算】

認知症対応型共同生活介護
【看取り介護加算】
介護老人福祉施設
【看取り介護加算】
介護老人保健施設
【ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算】

介護療養型老人保健施設
【ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算】
訪問看護

【ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算】

―

―

「入所している施設又は当該入所者の居宅における死亡に限る」との規定を削除（要件緩和）

「死亡日前14日以内に２回以上のターミナルケアを実施死した場合」を「死亡日及び死亡日前
14日以内に２日以上のターミナルケアを実施死した場合」に変更（要件緩和）

算定要件に係る主な見直し

夜間看護体制加算の算定が必要

「共同して介護を行う看護師は、当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病
院・診療所・訪問看護ステーションの職員に限る。」との規定を追加

死亡日 死亡日前
～前々日

死亡４日
～14日前

死亡15
～30日前 死亡日 死亡日前

～前々日
死亡４日
～30日前

特定施設入居者生活介護
【看取り介護加算】 1,280単位/日 680単位/日 80単位/日

認知症対応型共同生活介護
【看取り介護加算】 1,280単位/日 680単位/日 80単位/日

介護老人福祉施設
【看取り介護加算】 1,280単位/日 680単位/日 1,280単位/日 680単位/日 80単位/日

介護老人保健施設
【ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算】 200単位/日 1,650単位/日 820単位/日 160単位/日

介護療養型老人保健施設
【ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算】 200単位/日 1,700単位/日 850単位/日 160単位/日

訪問看護
【ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算】

改正前 改正後

算　　　定　　　期　　　間

2,000単位/死亡月 2,000単位/死亡月

―

80単位/月

80単位/日

315単位/日

315単位/日



19 

(ｴ) 介護人材の確保とサービスの質の向上 

介護職員処遇改善加算の創設 
 ・介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、経過的な

取扱いとして創設。なお、次期介護報酬改定において、各サービス費の適切な
評価を行う予定 
【新設】介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：所定単位数にサービス毎の加算率を乗

じた単位数を算定 
介護職員処遇改善加算（Ⅱ）：介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の 90/100 
介護職員処遇改善加算（Ⅲ）：介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の 80/100 

人件費の地域差の適切な反映 
 ・国家公務員の地域手当に準じ、地域割の区分を従来の５区分から７区分に見直

すとともに、適用地域、上乗せ割合について見直し 

 

（５）平成 26 年度診療報酬改定にむけて 

平成24年度の改定では、従来の在宅支援診療所と在宅支援病院に、更に限定的な要件

を課した「機能強化型」を新設した（Ｐ.14（３）エ(ｱ)）。しかし、中央社会保障審議

会公表の「診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」の結果によると、診療所などで常

勤医師数３名以上の要件を満たすことが難しいために機能強化型の届出を行うことがで

きない医療機関が多くあること、そのような医療機関でも看取りの実績があることが明

らかになった。 

この結果を受け、平成26年度の改定では、届出機関以外の医療機関が実施した在宅医

療に対しても適切な評価が行えるよう、届出の有無ではなく、実績ベースでの算定（加

算）が可能なように改定されることが予想されている。 

 

 

【参考文献】 

・厚生労働省保険局医療課「平成 24 年度診療報酬改定の概要」 

・厚生労働省「平成 24 年度介護報酬改定に関する審議報告」（平成 23 年 12 月７日） 

・厚生労働省ホームページ「地域包括ケアシステム」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ch

iiki-houkatsu/ 

・中央社会保障審議会第 38 回診療報酬改定結果検証部会資料「平成 24 年度診療報酬改定の

結果検証に係る特別調査の結果について」（平成 25 年 10 月９日） 
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３ 在宅介護分野における居宅サービス事業所の経営状況推移 

（１）訪問系サービス 

ア 訪問介護 

平成 17年から平成 23年にかけて訪問介護の経営状況の推移を見てみると、収入か

ら支出をマイナスした差引額（１事業所平均。以下同じ。）が平成 17 年には-1 千円

だったのに対し、平成 20 年には 17 千円、平成 23 年には 146 千円と増加している。

この間、収入は横ばいからやや減少しているため、差引の対収入率はそれぞれ 0.0％、

0.7％、5.1％と推移しており、経営状況は改善している。一方、延べ訪問回数は平成

20年に１割近く減少し、平成 23 年にやや増加したものの、平成 17年の水準までには

回復していない。訪問１回あたり収入は横ばいであるが、常勤換算職員１人当たり給

与は増額傾向にある。 

延べ訪問回数別に平成 20年、平成 23年を比較すると、ともに 600回までの事業所

では利用者１人当たり収入が費用を下回っており、601 回以上実施の事業所において

収入が費用を上回っている。 

 
（特別な記載がない限り、単位は千円）

平成17年
（ｎ=1,849）

平成20年
（ｎ=1,730）

平成23年
（ｎ=1,502）

 介護料収入 3,024 2,524 2,721

 保険外の利用料 3 2 65

 補助金収入 19 3 4

 国庫補助金等特別積立金取崩額 9 2 2

 介護報酬査定減 -1 -1 -2

 介護職員処遇改善交付金 - - 85

 給与費 2,545 2,060 2,216

 減価償却費 40 38 31

 その他 425 401 432

 うち委託費 22 19 13

 借入金補助金収入 2 1 7

 借入金利息 13 10 6

 本部費繰入 34 4 52

 収入 3,048 2,528 2,881

 支出 3,049 2,511 2,735

 差引 -1 17 146

 延べ訪問回数（回） 795.2 725.5 745.7

 常勤換算職員数（人） 11.2 8.6 9.8

 訪問１回当たり収入（円） 3,833 3,485 3,863

 訪問１回当たり費用（円） 3,834 3,462 3,670

 常勤換算職員１人当たり給与（円） 224,322 231,665 234,029  
 

4,352 

3,735 

3,582 

3,525 

3,443 

3,545 

3,546 

3,340 

3,254 

6,388 

4,165 

3,654 

3,479 

3,352 

3,241 

3,354 

3,197 

3,060 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 

200回以下

201～400回

401～600回

601～800回

801～1000回

1001～1200回

1201～1400回

1401～2000回

2000回以上

円

Ｈ20 経営状況（訪問介護/延べ訪問回数別）（ｎ=1,730）

訪問１回当たり費用 訪問１回当たり収入

4,710 

3,734 

3,696 

3,636 

3,581 

3,581 

3,524 

3,433 

3,075 

5,692 

3,967 

3,697 

3,511 

3,489 

3,367 

3,214 

3,106 

2,697 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 

200回以下

201～400回

401～600回

601～800回

801～1000回

1001～1200回

1201～1400回

1401～2000回

2000回以上

円

Ｈ23 経営状況（訪問介護/延べ訪問回数別）（ｎ=1,502）

訪問１回当たり費用 訪問１回当たり収入

 

3,048 

2,528 

2,881 
3,049 

2,511 2,735 

-1 
17 
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千円
経営状況の推移（訪問介護）

収入 支出 差引 差引/収入（右目盛り）
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イ 訪問入浴介護 
訪問入浴介護の経営状況は平成17年から平成23年の間に顕著な改善傾向を示して

いる。延べ訪問回数及び訪問１回当たり収入がともに増加傾向にある一方で、訪問１
回当たり費用は横ばいとなっており、収入と支出の差引額は平成 17 年には-171 千円、
平成 20 年に 25 千円、平成 23 年には 185 千円と増加している。常勤換算職員１人当
たり給与も増加傾向にある。 
延べ訪問回数別に平成 20 年と平成 23 年を比較してみると、平成 20 年には 161 回

以上で訪問１回当たりの収入が費用を上回っていたが、平成 23 年では 141 回以上か
ら上回るようになっている。また、40 回以下の事業所でも、費用と収入の差が縮小し
ている。 
 

 

（特別な記載がない限り、単位は千円）

平成17年
（ｎ=331）

平成20年
（ｎ=720）

平成23年
（ｎ=352）

 介護料収入 1,598 1,707 2,650
 保険外の利用料 1 0 54

 補助金収入 7 0 3
 国庫補助金等特別積立金取崩額 2 6 3

 介護報酬査定減 0 0 0
 介護職員処遇改善交付金 - - 40

 給与費 1,406 1,333 1,802
 減価償却費 39 35 56

 その他 286 304 591
 うち委託費 14 25 106

 借入金補助金収入 0 0 2

 借入金利息 6 14 6
 本部費繰入 42 2 113

 収入 1,607 1,707 2,750
 支出 1,777 1,682 2,565

 差引 -171 25 185
 延べ訪問回数（回） 128.4 138.0 191.8

 常勤換算職員数（人） 5.4 5.0 6.9
 訪問１回当たり収入（円） 12,510 12,376 14,339
 訪問１回当たり費用（円） 13,839 12,191 13,377

 常勤換算職員１人当たり給与（円） 251,797 262,793 264,602  
 

16,372 

13,029 

12,555 

12,965 

13,041 

12,272 

12,155 

12,010 

12,622 

12,224 

12,187 

34,809 

21,186 

15,235 

14,836 

14,132 

12,548 

12,697 

12,422 

12,425 

11,106 

10,604 

5,000 12,500 20,000 27,500 35,000 

20回以下

21～40回

41～60回

61～80回

81～100回

101～120回

121～140回

141～160回

161～180回

181～200回

201回以上

円

Ｈ20 経営状況（訪問入浴介護/延べ訪問回数別）（ｎ=718）

訪問１回当たり費用 訪問１回当たり収入

26,004 

15,011 

12,364 

11,681 

13,277 

13,157 

14,508 

13,430 

12,773 

12,486 

12,057 

28,108 

15,932 

12,707 

12,194 

12,795 

12,710 

15,198 

11,955 

12,080 

11,975 

11,045 

5,000 12,500 20,000 27,500 35,000 

20回以下

21～40回

41～60回

61～80回

81～100回

101～120回

121～140回

141～160回

161～180回

181～200回

201回以上

円

Ｈ23 経営状況（訪問入浴介護/延べ訪問回数別）（ｎ=352）

訪問１回当たり費用 訪問１回当たり収入
 

1,607 1,707 

2,750 

1,777 
1,682 

2,565 

-171 25 
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経営状況の推移（訪問入浴介護）

収入 支出 差引 差引/収入（右目盛り）
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ウ 訪問看護 
訪問看護の経営状況は平成 17 年から平成 23 年の間に悪化している。平成 17 年に

は収入と支出の差引額は 131 千円であったが、平成 20 年には 53 千円、平成 23 年に
は 71 千円となっており、収入に占める差引の割合はそれぞれ 5.8％、2.7％、2.3％と
低下している。延べ訪問回数は平成 17 年と比較すると平成 23 年には約 1.15 倍に増
加しており、訪問１回当たり収入も増加している。しかし、収入が増加傾向にある一
方で費用も給与費を中心に大幅に増加しているため、経営状況の改善にはつながって
いない。常勤換算職員１人当たり給与は平成 20 年に一度減少したが、平成 23 年には
平成 20 年と比較して１割ほど増加している。 
延べ訪問回数別に平成 20 年と平成 23 年を比較してみると、平成 20 年には 201 回

以上で利用者１人当たり収入が費用を上回っていたが、平成 23 年では 201～300 回及
び 401 回以上では収入が上回っているものの、301～400 回及び 200 回以下では費用が
収入を上回っている。 
 

（特別な記載がない限り、単位は千円）

平成17年
（ｎ=831）

平成20年
（ｎ=288）

平成23年
（ｎ=364）

 介護料収入 2,274 1,993 2,988
 保険外の利用料 1 4 93
 補助金収入 - - 0
 国庫補助金等特別積立金取崩額 - - 0
 介護報酬査定減 -6 -6 -2
 給与費 1,765 1,582 2,463
 減価償却費 36 22 41
 その他 320 332 463
 うち委託費 24 14 19

 借入金補助金収入 - - 1
 借入金利息 17 3 8
 本部費繰入 - - 35
 収入 2,269 1,992 3,080
 支出 2,139 1,938 3,009
 差引 131 53 71
 延べ訪問回数（回） 248.1 216.9 285.6
 常勤換算職員数（人） 5.5 3.9 6.5
 訪問１回当たり収入（円） 8,267 8,208 10,786
 訪問１回当たり費用（円） 7,790 7,987 10,536
 常勤換算職員１人当たり給与（円） 393,701 379,712 406,948  
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Ｈ20 経営状況（訪問看護/延べ訪問回数別）（ｎ=288）

訪問１回当たり費用 訪問１回当たり収入
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Ｈ23 経営状況（訪問看護/延べ訪問回数別）（ｎ=364）

訪問１回当たり費用 訪問１回当たり収入
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エ 訪問リハビリテーション 
訪問リハビリテーションについては平成 23 年のデータしかないため状況の推移は

不明であるが、差引は 39 千円で、対収入比率は 3.0％となっている。常勤換算職員数
が他の訪問系サービスと比較して少なく、常勤換算１人当たり給与が他の事業所と比
較して高い点が特徴となっている。 
延べ利用回数別の収支状況を見ると、１回当たりの費用は回数が多くなればなるほ

ど縮小する傾向が見られるが、400 回以下では費用が収入を上回っている。 
 
 

（特別な記載がない限り、単位は千円）

平成17年
（ｎ=0）

平成20年
（ｎ=0）

平成23年
（ｎ=242）

 介護料収入 - - 1,261

 保険外の利用料 - - 26
 補助金収入 - - 0
 国庫補助金等特別積立金取崩額 - - 0

 介護報酬査定減 - - 0
 介護職員処遇改善交付金 - - 0
 給与費 - - 783
 減価償却費 - - 80

 その他 - - 363
 うち委託費 - - 95

 借入金補助金収入 - - 0
 借入金利息 - - 7

 本部費繰入 - - 15
 収入 - - 1,287
 支出 - - 1,247
 差引 - - 39

 延べ訪問回数（回） - - 271.7
 常勤換算職員数（人） - - 2.1
 訪問１回当たり収入（円） - - 4,736
 訪問１回当たり費用（円） - - 4,591

 常勤換算職員１人当たり給与（円） - - 429,971  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（注）訪問リハビリテーションの平成 17 年と 20 年の経営状況に関するデータはな

いため掲載していない。 

5,783 

5,179 

5,042 

5,187 

4,380 

9,701 

6,028 

5,642 

5,305 

3,339 

0 3,000 6,000 9,000 12,000 

100回以下

101～200回

201～300回

301～400回

401回以上

円

Ｈ23 経営状況（訪問リハビリテーション/延べ利用回数別）（ｎ=242）

訪問１回当たり費用 訪問１回当たり収入
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（２）通所系サービス 
ア 通所介護 
通所介護の経営状況は平成 17 年から平成 23 年の間に改善している。平成 17 年に

は差引額は 338 千円であったが、平成 20 年には 302 千円、平成 23 年には 519 千円と
なっており、収入に占める差引の割合はそれぞれ 7.2％、7.3％、11.6％と上昇してい
る。経営状況は改善しているものの、延べ利用者数は減少しており、全体の収入・費
用ともに減少傾向にある。常勤換算職員１人当たり給与は、増減を繰り返しているが、
平成 23 年には介護職員処遇改善交付金が支給されているにも拘らず、平成 20 年から
１割ほど減少している。 
延べ訪問回数別に平成 20 年と平成 23 年を比較してみると、平成 20 年には 301 回

以上で利用者１人当たり収入が費用を上回っていたが、平成 23 年では全ての回数で
収入が上回っている。 
 

（特別な記載がない限り、単位は千円）

平成17年
（ｎ=1,874）

平成20年
（ｎ=828）

平成23年
（ｎ=1,822）

 介護料収入 4,503 3,840 4,140
 保険外の利用料 145 269 258
 補助金収入 50 19 18
 国庫補助金等特別積立金取崩額 18 46 60
 介護報酬査定減 -1 0 -1
 介護職員処遇改善交付金 - - 65
 給与費 2,808 2,509 2,486
 減価償却費 281 229 235
 その他 1,225 1,099 1,205
 うち委託費 182 136 97

 借入金補助金収入 8 8 13
 借入金利息 36 35 23
 本部費繰入 35 8 84
 収入 4,704 4,135 4,492
 支出 4,367 3,833 3,973
 差引 338 302 519
 延べ利用者数（人） 538.4 439.7 425.0
 常勤換算職員数（人） 11.0 9.4 10.5
 利用者１回当たり収入（円） 8,738 9,404 10,571
 利用者１回当たり費用（円） 8,111 8,718 9,350
 常勤換算職員１人当たり給与（円） 242,076 261,402 239,239  
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Ｈ23 経営状況（通所介護/延べ利用回数別）（ｎ=1,822）

利用者１回当たり費用 利用者１回当たり収入
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イ 通所リハビリテーション 
通所リハビリテーションの経営状況は平成17年から平成23年の間に悪化している。

平成 17 年には差引額は 1,088 千円であったが、平成 20 年には 273 千円、平成 23 年
には 236 千円と減少傾向がみられ、収入に占める差引の割合もそれぞれ 18.9％、4.5％、
4.0％となっている。延べ利用者数は減少傾向にあるが、利用者１回当たり収入が増
加しているため、全体として収入は横ばいで推移しているが、平成 20 年に給与費を
中心とした大幅な支出の増加がみられ、平成 23 年も同水準となっている。常勤換算
職員１人当たり給与は平成 20 年に増加したが、平成 23 年には減少し、平成 17 年と
ほぼ同じ水準になっている。 
延べ利用回数別に平成 20 年と平成 23 年を比較してみると、平成 20 年には利用者

１回当たりの費用・収入ともに回数が多い事業所ほど多くなるような比例関係にあり、
451 回以上で収入が費用を上回っていたが、平成 23 年には回数との比例関係は見られ
ず、151～300 回以外のすべてにおいて収入が費用を上回るようになっている。 
 

（特別な記載がない限り、単位は千円）

平成17年
（ｎ=756）

平成20年
（ｎ=375）

平成23年
（ｎ=340）

 介護料収入 5,563 5,636 5,493
 保険外の利用料 199 378 318
 補助金収入 - - -
 国庫補助金等特別積立金取崩額 - - -
 介護報酬査定減 -8 -3 -4
 介護職員処遇改善交付金 - - 64
 給与費 2,904 3,791 3,594
 減価償却費 299 311 259
 その他 1,329 1,541 1,616
 うち委託費 324 366 343

 借入金補助金収入 - - 1
 借入金利息 133 95 46
 本部費繰入 - - 122
 収入 5,753 6,011 5,872
 支出 4,665 5,738 5,637
 差引 1,088 273 236
 延べ利用者数（人） 592.2 618.6 541.6
 常勤換算職員数（人） 10.4 12.8 12.8
 利用者１回当たり収入（円） 9,683 9,718 10,842
 利用者１回当たり費用（円） 7,852 9,276 10,407
 常勤換算職員１人当たり給与（円） 317,416 339,570 315,155  
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Ｈ23 経営状況（通所リハビリテーション/延べ利用回数別）（ｎ=340）
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（３）短期入所サービス 
ア 短期入所生活介護 
短期入所者生活介護についてみてみると、収入・支出ともに大幅に増加した一方で

差引額は横ばいであるため、差引の対収入率は低下し、平成 23 年で 5.6％となってい
る。しかし、差引は常にプラス計上であり、延べ利用者数も一貫して増加傾向を示し
ているため、経営状況が悪化しているとまでは言えない。また、収入に占める保険外
利用料の割合も高く年々増加傾向にある。常勤換算職員１人当たり給与は平成 20 年
に増加しているが、平成 20 年から 23 年にかけてはやや減少している。 
延べ利用者数別に平成 20 年と平成 23 年を比較してみると、平成 20 年には 201 人

以上で利用者１人・1日当たりの収入が費用を上回っていたが、平成 23 年には 301～
400 人と、501 人以上で収入が費用を上回っており、401～500 人規模の事業所での収
支状況が悪化している。 
 

（特別な記載がない限り、単位は千円）

平成17年
（ｎ=643）

平成20年
（ｎ=330）

平成23年
（ｎ=259）

 介護料収入 3,331 3,430 4,549
 保険外の利用料 194 657 712
 補助金収入 35 57 27
 国庫補助金等特別積立金取崩額 176 145 125
 介護報酬査定減 -2 0 0
 介護職員処遇改善交付金 - - 90
 給与費 2,094 2,461 3,101
 減価償却費 306 343 496
 その他 1,010 1,169 1,539
 うち委託費 192 249 203

 借入金補助金収入 9 11 15
 借入金利息 30 32 51
 本部費繰入 3 6 30
 収入 3,567 4,156 5,393
 支出 3,267 3,866 5,091
 差引 300 290 302
 延べ利用者数（人） 319.2 380.9 405.0
 常勤換算職員数（人） 7.4 7.7 10.9
 利用者１人・１日当たり収入（円） 11,175 10,909 13,314
 利用者１人・１日当たり費用（円） 10,234 10,148 12,568
 常勤換算職員１人当たり給与（円） 289,944 319,288 301,823  
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イ 短期入所療養介護 
短期入所療養介護については平成 23 年のデータしかないため、状況の推移は不明

であるが、差引は 41 千円で、対収入比率は 2.3％となっている。保険外の利用料は収
入の約 15％を占めている。 
 

（特別な記載がない限り、単位は千円）

平成17年
（ｎ=0）

平成20年
（ｎ=0）

平成23年
（ｎ=226）

 介護料収入 - - 1,506
 保険外の利用料 - - 275
 補助金収入 - - 0
 国庫補助金等特別積立金取崩額 - - 0
 介護報酬査定減 - - -2
 介護職員処遇改善交付金 - - 21
 給与費 - - 1,094
 減価償却費 - - 101
 その他 - - 526
 うち委託費 - - 182

 借入金補助金収入 - - 1
 借入金利息 - - 22
 本部費繰入 - - 18
 収入 - - 1,801
 支出 - - 1,761
 差引 - - 41
 延べ利用者数（人） - - 117.9
 常勤換算職員数（人） - - 4.0
 利用者１人当たり収入（円） - - 15,282
 利用者１人当たり費用（円） - - 14,938
 常勤換算職員１人当たり給与（円） - - 339,192  

（注）平成 17 年、20 年及び延べ利用者数別の経営状況はデータがないため掲載して
いない。 
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（４）その他 
ア 特定施設入居者生活介護 
特定施設入居者生活介護の経営状況は平成17年から平成23年の間に悪化している。

平成 17 年には差引額は 1,598 千円であったが、平成 17 年には 725 千円、平成 23 年
には 594 千円と減少している。収入に占める差引の割合もそれぞれ 5.4％、4.5％、
3.5％と減少傾向にある。平成 17 年から平成 20 年にかけて延べ利用者数、職員数、
収入、費用が大幅に減少し、平成 23 年にも回復していない。保険外利用料が他サー
ビスと比較して非常に多い（平成 17 年では介護料収入よりも多い）点に特徴がある
が、それもこの期間に減少してきており、平成 23 年には 6,948 円と平成 17 年の５割
以下に減少している。常勤換算職員１人当たり給与はほぼ横ばいである。 
 

（特別な記載がない限り、単位は千円）

平成17年
（ｎ=68）

平成20年
（ｎ=57）

平成23年
（ｎ=243）

 介護料収入 9,408 8,680 9,807
 保険外の利用料 20,357 7,818 6,948
 補助金収入 0 0 91
 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 26
 介護報酬査定減 0 0 0
 介護職員処遇改善交付金 - - 258
 給与費 11,356 8,041 8,407
 減価償却費 1,356 1,230 956
 その他 14,971 5,936 6,538
 うち委託費 3,249 1,571 1,238

 借入金補助金収入 0 0 51
 借入金利息 484 565 315
 本部費繰入 0 0 371
 収入 29,765 16,497 17,155
 支出 28,167 15,773 16,560
 差引 1,598 725 594
 延べ利用者数（人） 2,015.2 1,574.5 1,524.2
 常勤換算職員数（人） 38.9 29.3 31.0
 利用者１人当たり収入（円） 14,770 10,478 11,255
 利用者１人当たり費用（円） 13,977 10,018 10,865
 常勤換算職員１人当たり給与（円） 275,732 267,983 273,053   
（注）延べ利用回数別の経営状況はデータがないため掲載していない。 
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イ 福祉用具貸与 
福祉用具貸与について平成 20 年と平成 23 年を比較すると、経営状況は改善してい

ると言える。平成 20 年に差引額は 51 千円であったが、平成 23 年には 204 千円と増
加している。収入・支出ともに増加しているが、差引の対収入率は 1.8％から 6.0％
へと上昇しており、経営状況の改善を示している。また、実利用者数は横ばいである
が、利用者１人当たり収入・費用ともに大幅に増加している。常勤換算職員１人当た
り給与は減少している。 
実利用者数別に平成 20 年と平成 23 年を比較してみると、平成 20 年、23 年ともに

101 人以上で収入が費用を上回っており、規模による収益構造の変化は見られないも
のの、平成 23 年には収入に占める費用の割合が縮小している。 
 

 

（特別な記載がない限り、単位は千円）

平成17年
（ｎ=0）

平成20年
（ｎ=517）

平成23年
（ｎ=667）

 介護料収入 - 2,789 3,149
 保険外の利用料 - 58 238
 補助金収入 - 1 1
 国庫補助金等特別積立金取崩額 - - -
 介護報酬査定減 - -17 0
 介護職員処遇改善交付金 - - -
 給与費 - 1,432 1,186
 減価償却費 - 130 117
 その他 - 1,236 1,713
 うち委託費 - 285 61

 借入金補助金収入 - 0 4
 借入金利息 - 33 16
 本部費繰入 - 3 156
 収入 - 2,885 3,392
 支出 - 2,833 3,187
 差引 - 51 204
 平均実利用者数（人） - 205.2 193.3
 常勤換算職員数（人） - 3.3 4.6
 利用者１人当たり収入（円） - 14,062 17,546
 利用者１人当たり費用（円） - 13,811 16,489
 常勤換算職員１人当たり給与（円） - 320,357 264,025  
（注）平成 17 年はデータがないため掲載していない。 
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Ｈ20 経営状況（福祉用具貸与/実利用者数別）（ｎ=517）
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Ｈ23 経営状況（福祉用具貸与/実利用者数別）（ｎ=667）

利用者１人当たり費用 利用者１人当たり収入

 
（注）サンプルであり、調査年によって調査対象者数が異なるため対象者数（＝ｎ）

を記載している。また、平成 23 年は東日本大震災の影響により、青森県、岩手
県、宮城県、福島県、茨城県の施設・事業所は調査対象外となっている。 

出典：厚生労働省「平成 23 年介護事業経営実態調査結果」を基に作成。 
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４ 医療周辺産業研究会報告 

（１）研究会概要及びねらい 
ア 研究会概要 
 開催概要：全４回（2013 年７月～９月） 
 開催形態：医療・介護及び関連サービスに係る事業者等の識者にて、医療周辺産業
について議論を実施。 

※「医療周辺産業」の定義は以下の通りとした。 
民間企業が医療周辺事業者として、医療機関・介護事業者又は患者ならびにサービス利用者（以
下、患者等）に対して行う取引を医療周辺産業と定義する。医療機関・介護事業者を介して間接
的に公的保険適用サービスに関与するか、または対患者等に直接公的保険適用外サービスを提供
しているものがある（図表１-１）。 

 
イ 本研究会のねらい 

今日の日本は、本格的な超高齢社会を迎え、医療・介護分野の市場規模が拡大する
だけでなく（量的拡大）、新たな顧客・ニーズに対応した医療周辺産業の新サービスと
その担い手の必要性が増している（質的変化）（次頁参照）。そこで、本研究会では、
重要性が増している医療周辺産業の事業展開の課題・方向性を見出すことを目指して
いる。なお、議論を進めるに際して、以下の通り前提と議論の方向性を定めている。 
【前提】 
 医療・介護についての政策方針を考慮し、施設医療は現状維持とし、増加する
高齢者医療の受け皿は在宅医療と介護が担う。 

 公的保険外サービスが拡大する。 
 医療周辺産業はＢtoＢからＢtoＣ／ＢtoＳＢ（※）へと拡大・転換し、直接の
顧客の小規模化が急速に進むと予想される（図表１-２）。 

【議論の方向性】 
 一般にサービス・商品の「買い手」が変化した際、どのような「商品・サービ
ス」を、どのように「売る」かが、新たなビジネスモデルにおいてポイントと
なる。今回の医療周辺産業においても、在宅医療や介護に利用者（＝買い手）
が変化していくことに伴い、様々な事業（商品・サービス）が創出され、それ
をどのように提供するか（＝「売り方」）がポイントとなるが、本研究会では
特に「売り方」に焦点をあてて議論を行うこととした。 

 「売り方」とは、①商流、②情報流、③物流、④金流（決済）の４要素から構
成されると想定。これら４要素は売り手と買い手では構造的に利益が対立する
ことから、例えば代行会社などを入れることなどにより調整が図られるが、そ
の手法は多様である。これらの手法について事例を踏まえながら医療周辺産業
における新たなビジネスモデルを見出すことを目指すものである。 

図表１-１ 医療周辺産業の定義    図表１-２ 買い手の変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ＳＢ：「Ｓ」は Small の「Ｓ」であり、小規模事業者を示す。 
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（２）買い手の変化を裏付ける社会状況とニーズ 

本研究会では、高齢化が進み（図２-１）、クリニックシフト、在宅シフトが起こる

ことにより、買い手の小規模化が進展すると共に、保険外サービスの増加が急激に起こ

ることを前提として議論を進めてきた。ここで、その前提となる社会状況について確認

しておく。今後、医療周辺産業ビジネスのモデルを考える上で欠かせない社会情勢は以

下の３点である。 

 増加する高齢者単身世帯：高齢者世帯のうち、高齢者のみ又は単身世帯が増加して

いく傾向にあること（図２-２）。  

 自宅・地域での療養ニーズ：多くの人が終末期において自宅での療養・介護を望ん

でいる（図２-３、２-４）。  

 自宅・地域を中心とした地域包括ケアシステムの構築：国は、高齢者が（単身世帯

であっても）住み慣れた地域で最期まで自分らしく生きられるよう、2025 年を目途

に、住まい・医療・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの

構築を目指している（図２-５） 

     図表２-１ 高齢者人口及び割合の推移 

 

 

 

 

 

 出典：総務省統計局「高齢者の人口」      出典：国立社会保障・人口問題研究所 

図表２-３ 終末期の療養場所に関する希望 図表２-４ 療養に関する希望 

 

 

 

 

 

 

図表２-５ 地域包括ケアシステムの姿 

 

 

 

 

 

 

 

（図表２-３～２-５）出典：厚生労働省「在宅医療・介護の推進について」

図表２-２ 世帯無視 65 歳以上の

世帯の家族類型別世帯数の推移 
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（３）検討内容（テーマ）と課題の整理 
 ア 医療周辺産業研究会の検討内容（テーマ）  
 医療の在宅医療や介護へのシフトに伴い、生活支援サービスに対する幅広いニー
ズが複合的に拡大することが予想される。そこでは、個別の新サービスが創出さ
れるだけでなく、病院・介護施設等と見守りサービス・外出サービス等の関連事
業者との事業者間連携に加え、各種サービスが連携するための情報・金融インフ
ラの整備が不可欠であり、それらを盛り込んだ事業プラットフォームの構築（図
表３-１）が重要となる。事業プラットフォームの全体イメージは図表３-１で示
した通りであり、本研究会は全体像を意識しつつ、赤字で示した分野を講演テー
マとし議論した。 

 講演テーマを「クリニックシフト」、「保険サービス」、「保険外サービス」に分け
て整理したのが図表３-２であり、講演テーマに対し、意見交換を経て更に深堀
した個別議論のテーマごとに、抽出された課題をまとめたのが図表３-３である。  

 
イ 研究会で明らかになった課題の整理 

研究会で挙げられた意見を整理したところ、周辺医療周辺産業におけるビジネス展
開では、分野を横断して「技術」、「小規模多量」、「『変えること』対応」という３つの
課題が存在することが浮き彫りになった（図表３-４）。 

 図表３-１ 医療周辺産業プラットフォーム   

 
 
 
 
 
 
 
 
図表３-３ 個別議論テーマごとの課題 

図表３-２ 医療周辺産業研究会で議論されたテーマ 

図表３-４  

３つの課題 
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（４）本研究会を踏まえた中間報告 
ア 個別テーマの検討で出された課題のまとめと今後の課題  

次ページ以降に示した個別テーマごとの課題を、前述の３つの課題に分けて整理し
たのが図表４-１である。これらの具体的な課題は、「環境」、「アクションにおける留
意事項」、「対応すべき課題」といった切り口で更に整理して捉えることができる。今
後、重要性と解決の順番を考慮して改めて優先順位の高い課題は何かという視点から
掘り下げていく必要がある。  
 
イ 課題の整理から導きだされる事業展開の方向性  

３つの課題の解決にあたって、事業展開にも２つの基本的な方向性があると思われ
る。一見すると相反するかのように見える２つの方向性のバランスを如何に取りなが
ら、各課題と向き合うかが重要であると思われる。  
 
【２つの方向性】（図表４-２）  
 情報・モノ・金等の技術を導入し、効率化に向けたビジネスを構築する。  
 「小規模少量」、「ユーザーが変化しない」ことを前提として、規模の経済を追求

しないと割り切った上で採算性のあるビジネスを構築する。  
 
ウ 対応可能な課題と解決の糸口  

具体的な課題の解決にあたって、分野は限定されるものの、例えば、以下のような
対応が解決の糸口になるかと思われる。 
 

 開発可能な技術力を見出すことが困難（個別テーマ６）という課題に対しては、情
報発信の支援や、シーズとニーズのマッチングの場を設ける事などで対応する。 

 初期投資の事業者負担の課題（個別テーマ１，２，３及び５）については既存のイ
ンフラを上手く利用するビジネスモデルの構築などで対応する。 

図表４-１ 個別テーマ検討で出された具体的な課題のまとめ 

 
 
図表４-２ 事業展開の二つの方向性 
 
 
 
 
 
 
 二つ方向性のバランス
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（５）参考資料：個別テーマごとの議論内容と課題整理 
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株式会社日本政策投資銀行（ＤＢＪ）のご案内 
 
株式会社日本政策投資銀行は、平成 11 年 10 月１日に日本開発銀行と北海道東北開発公庫
の一切の権利・義務を承継して設立され、平成 19 年６月に成立した株式会社日本政策投資銀
行法に基づき、平成 20 年 10 月１日に民営化（株式会社化）しました。 
 
代表取締役社長  橋本 徹 
職員数      1,168 名（2012 年度末） 
資本金      １兆 2,069 億 5,300 万円（全額政府出資、2013 年 7 月現在） 
本店所在地    〒100-8178 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 

大手町フィナンシャルシティーサウスタワー 
ＵＲＬ      http://www.dbj.jp/ 
支店・事務所    支店 10 か所、事務所８か所、海外駐在員事務所１か所、 

海外現地法人２か所 
総資産      16 兆 1,838 億円（2012 年度末） 
貸出金      14 兆 154 億円（2012 年度末） 
 
《ＤＢＪの企業理念》 
ＤＢＪは「金融力で未来をデザインします」を企業理念
として掲げています。これは、創造的金融活動による課題
解決でお客様の信頼を築き、豊かな未来をともに実現して
いきます、という決意を表明したものです。  
ＤＢＪでは、①長期的な視点と行動、②中立性の維持、
③パブリックマインド、④信頼される組織、の４つを共有
する価値観、ＤＮＡと位置づけており、これらを活かして
参ります。 
 
《ＤＢＪのサービスのご案内》 
中長期の資金供給をはじめとする投融資一体型の金融サービスの提供を通じて、お客様の
課題解決に取り組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

● 中長期の融資 
● 独自の高付加価値の金融サービスを提供 
 （環境・社会的責任投資、防災・安全対策、 

技術の事業化等の評価付き金融など） 
● さまざまなニーズに対応するため 
ノンリコースローン、担保・仕組みを 
工夫したファイナンス（ＤＩＰ、在庫担保、 
知的財産権担保など）を開発・提供 

● Ｍ＆Ａアドバイザリーサービス 
● 産業調査力と新金融技術開発力を活用した提案 
● 仕組み金融などのファイナンスのアレンジメント 

● 事業再生・再編、成長戦略、国際競争力 
   強化、インフラ事業向けにメザニン・ 
   ファイナンス、エクイティなどのリスク 
   マネーを提供 

■ コンサルティング／アドバイザリー 

■ 投資 ■ 融資 
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《ヘルスケア室のご案内》 
 ＤＢＪ及び株式会社日本経済研究所は、医療・福祉分野におきましても、各種融資対応、
コンサルティング業務及び「病院業界事情ハンドブック」の発刊などによる情報提供等の取
組みを通して、当該分野での付加価値提供を目指してまいりました。このような取組みを推
進する観点から、平成 25 年４月１日付で「医療・生活室」を改組し、「ヘルスケア室」を設
立しました。 
 今後とも長期資金や年度資金のご融資などを通じて、お客様のニーズにあわせた解決策を
ご提案し、資金調達及び経営改善のお手伝いをさせて頂きます。 
 
 
《ＤＢＪの医療・福祉分野におけるサービスのご案内》 
 
 ■ 融資  
 病院建替・増改築時に必要となる、長期の資金調達の支援 
 医療機器の取得・更新時の支援 
 介護事業進出時の資金調達の支援 
 その他の年度事業資金対応 
 経営承継（Ｍ＆Ａ）資金の資金調達の支援 
（各種公的医療施設等の民間承継に対する支援も含む） 
 

 ■ Ｍ＆Ａアドバイザリー  
 内外拠点/人的ネットワークに加え、全国の地域金融機関と提携  
 各種業界に関する豊富な知識と経験、公共性の高い案件へのノウハウ  
 
 ■ コンサルティング  
 ＤＢＪ及びグループ会社の㈱日本経済研究所による、中立的・公益的・長期的な 
視点からの医療事業向けコンサルティング業務 

 ①財務、②経営、③資産活用 の３点から、各種提案及び実行支援  
 

 ■ 地域プロジェクト支援  
 病院間の「地域連携」を推進していく枠組みのファイナンスを通じた支援  
 
 ■ レポート等の発信  
 「病院業界事情ハンドブック」の作成  
 「ヘルスケアレポート」の作成 （当行ウェブサイト）   
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 ■ 株式会社日本政策投資銀行 本支店一覧（国内） 

 

本店 東京 

〒100-8187 東京都千代田区大手町１丁目９番６号（大手町ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼﾃｨｰｻｳｽﾀﾜｰ） 
03-3270-3211（大代表） 

北海道支店 札幌 

〒060-0003 札幌市中央区北３条西４丁目１番地（日本生命札幌ビル） 
011-241-4111（代表） 

東北支店 仙台 

〒980-0021 仙台市青葉区中央一丁目６番 35 号（東京建物仙台ビル） 
022-227-8181（代表） 

新潟支店 新潟 

〒951-8066 新潟市中央区東堀前通六番町 1058 番地１（中央ビルディング） 
025-229-0711（代表） 

北陸支店 金沢 

〒920-0031 金沢市広岡三丁目１番１号（金沢パークビルディング） 
076-221-3211（代表） 

東海支店 名古屋 

〒460-0002 名古屋市中区丸の内１丁目 17 番 19 号（キリックス丸の内ビル） 
052-231-7561（代表） 

関西支店 大阪 

〒541-0042 大阪市中央区今橋４丁目１番１号(淀屋橋三井ビルディング) 
06-4706-6411（代表） 

中国支店 広島 

〒730-0036 広島市中区袋町５番 25 号（広島袋町ビルディング） 
082-247-4311（代表） 

四国支店 高松 

〒760-0050 高松市亀井町５番地の１（百十四ビル） 
087-861-6677（代表） 

九州支店 福岡 

〒810-0001 福岡市中央区天神２丁目 12 番１号（天神ビル） 
092-741-7734（代表） 

南九州支店 鹿児島 

〒892-0842 鹿児島市東千石町１番 38 号（鹿児島商工会議所ビル） 
099-226-2666（代表） 

函館事務所 函館 

〒040-0063 函館市若松町 14 番 10 号（函館ツインタワー） 
0138-26-4511（代表） 
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釧路事務所 釧路 

〒085-0847 釧路市大町１丁目１番１号（道東経済センタービル） 
0154-42-3789（代表） 

青森事務所 青森 

〒030-0822 青森市中央１丁目 22 番８号（青森第一生命ビル） 
017-773-0911（代表） 

富山事務所 富山 

〒930-0005 富山市新桜町６番 24 号（ＣＯＩ富山新桜町ビル） 
076-442-4711（代表） 

松江事務所 松江 

〒690-0887 松江市殿町 111 番地（松江センチュリービル） 
0852-31-3211（代表） 

岡山事務所 岡山 

〒700-0821 岡山市北区中山下１丁目８番 45 号（ＮＴＴクレド岡山ビル） 
086-227-4311（代表） 

松山事務所 松山 

〒790-0003 松山市三番町７丁目１番 21 号（ジブラルタ生命松山ビル） 
089-921-8211（代表） 

大分事務所 大分 

〒870-0021 大分市府内町３丁目４番 20 号（大分恒和ビル） 
097-535-1411（代表） 
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株式会社 日本経済研究所（ＪＥＲＩ）のご案内 
 

株式会社 日本経済研究所は、わが国経済社会の望ましい発展のため、知恵・情報・解決策
を広く発信し続け、公平・中立な立場から長期的な視点に立ち、公共セクターや民間企業に
対する調査・コンサルティングを行う株式会社 日本政策投資銀行の関連シンクタンクです。
2009 年４月、財団法人日本経済研究所の受託調査及び関連事業を受け継ぎ、財団法人日本経
済研究所が築いてきた伝統と実績を更に発展させていく所存です。 
 
設立        1989 年 12 月 
代表取締役社長   安藤  
職員数       129 名（2013 年４月１日現在） 
資本金       480 百万円 
所在地       〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目２番１号 

新大手町ビル３階 
ＵＲＬ       http://www.jeri.co.jp/ 
連絡先       調査本部 

【パブリック分野（医療福祉部を含む。）】 
TEL:03-6214-4613 E-mail:chousa@jeri.co.jp 
国際本部 
【国際分野】 
TEL:03-6214-4630 E-mail: kokusai@jeri.co.jp 
ソリューション本部 
【ソリューション分野】 
TEL:03-6214-4640 E-mail:solution@jeri.co.jp 

 
《ＪＥＲＩの調査・コンサルティング分野》 
 
３つの調査分野のシナジー効果を活かし、 
総合的な観点からお客様のニーズにあった 
コンサルティングを実施します。 
 
 
 
 
 
● パブリック分野 ――― 国や地方自治体に対する様々な提言や構想、計画、政策、施策の

立案等に係る調査・コンサルティングを行います。 
 
● ソリューション分野 ― 民間企業等に対する企業価値向上、事業評価、新たなビジネス展

開等に係わる調査・コンサルティングを行います。 
 
● 国際分野 ―――――― 民間企業の海外事業展開等のクロスボーダーやＯＤＡ関連業務

に関わる調査・コンサルティングを行います。 
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◆ パブリック分野 ◆ 地域と共に地域の課題を解決！ 
 ＰＦＩ 
  導入可能性調査、アドバイザー、ガイドライン策定、モニタリング 
 ＰＰＰ・民営化 
  事業手法検討、業務アドバイザー、事業価値評価、ファイナンシャル・アドバイザー 
 経済、産業 
  産業政策、景気調査、基本構想・基本計画、経済波及効果調査 
地域開発、まちづくり 
  中心市街地活性化、地域振興政策 
 環境・エネルギー 
  温室ガス対策、環境配慮、省エネルギー 
 病院事業 
  病院経営アドバイザー、病院事業手法検討 
 

◆ ソリューション分野 ◆ 金融から防災まで総合力で対応！ 
 経営マネジメント 
  財務分析、事業戦略策定、事業再生 
 事業価値評価、プロジェクトフィージビリティスタディ 
  新規事業ＦＳ、事業価値試算 
 公共サービスサポートビジネス（ＰＦＩ、指定管理者、市場化テスト等） 
  業務アドバイザー、提案書作成支援 
 ＢＣＰ、リスクマネジメント 
  ＢＣＰ計画策定、ＢＣＰ研修策定、防災関連 
 金融、事業手法 
  証券化、プロジェクトファイナンス 
 不動産開発 
  資産活用、開発計画策定 
 
◆ 国際分野 ◆ 欧米のほか、アジア・メコン地域での豊富な経験を活用！ 
 海外進出支援、海外投資環境調査 
 

 海外市場調査 
 

 ＯＤＡ関連（産業政策、金融政策、中小企業振興、事業評価等） 
 

 人材育成・研修 
 
 
《ＪＥＲＩの医療・病院コンサルティングサービスのご案内》 
 
株式会社 日本経済研究所では、我が国の経済社会が直面する地域医療や病院経営など「医療」
をめぐる諸課題について、豊富な経験やネットワークをフル活用し、広範な視点から自治体
立病院、民間病院など様々なお客様のニーズにあったコンサルティングを行っています。 
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特色１：豊富な経験に基づく「３つの力」の結合  

60 年以上に及ぶシンクタンク業務で培った豊富な経験に基づく弊研究所ならではの
「３つの力」－すなわち、①俯瞰力（時代潮流や国・地域社会の動向を把握）、②現場力
（医療現場の課題等に精通）、③事業力（病院経営や事業計画を的確に分析、誘導）を結
合し、総合的かつ的確な医療コンサルティングサービスをご提供いたします。 

 
特色２：中立的･公益的・長期的視点に立った信頼ある取組み  

常に中立的・公益的かつ長期的な視点に立った業務への取組みは、地方自治体をはじ
め多くの皆様から高いご評価を頂いております。地域社会にも貢献できるシンクタンク
として、信頼性のある医療コンサルティングサービスをご提供いたします。 

 
特色３：高度な知見を有するネットワークの活用  

これまでの業務経験で培った弊研究所オリジナルのネットワークの中から、医療・シ
ステム・施設・制度・人材・会計・法務等医療関連の各分野に高度な知見を有する有識
者、コンサルタント等を結集することにより、広範多岐にわたって的確な医療コンサル
ティングサービスをご提供いたします。 

 
 

● 公立病院 
① 病院改革プラン策定などの経営コンサルティング業務  
・病院改革プランの策定支援 
・病院経営分析、病院経営診断 
・財務内容健全化、経営効率化等に向けた経営コンサルティング 等 

② 病院基本構想・基本計画づくりなどのプランニング業務  
・病院の新設、再整備等に当たっての基本構想、基本計画づくり 
・病院経営に関する中長期計画、将来構想、経営計画づくり 等 

③ 民間活力導入等、「経営形態見直し」のためのアドバイザリー業務  
・望ましい病院経営形態の検討（地方公営企業全部適用、地方独立行政法人化、指定管
理者制度の導入、民間移譲等） 

・ＰＦＩ導入可能性調査、ＰＦＩ導入アドバイザリー業務 
・指定管理者制度導入アドバイザー、民間委譲アドバイザー業務 等 

● 民間病院等 
④ 経営分析、事業計画づくりなどの経営コンサルティング業務  
・経営分析（財務分析、マーケティング調査、診療機能・運営状況調査等） 
・経営ビジョン、経営計画（収支計画等）、事業計画等策定 
・経営改善策のご提案（増収増益策、現場業務改善提案等） 
・病院及び病院経営体の事業価値評価 等 

● その他 
⑤ 医療をめぐる諸課題等に関する調査研究業務  
・医療政策・医療制度等に関する調査研究 
・地域医療計画等のプランニング 
・医療サービスに対するニーズ調査 
・病院経営の一般的分析、課題と対応の検討 等 

■ ＪＥＲＩの医療・病院コンサルティングサービスの内容（重点分野） 

■ ＪＥＲＩの医療・病院コンサルティングサービスの特色 
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本書の取扱いについて 
 
 
 本ハンドブック自体の著作権（編集著作権）は弊行に帰属します。また、本ハンドブッ
クに掲載しているデータ・図表等の著作権は、その出典元に帰属します。取扱いは、デ
ータ・図表等の著作権の帰属先によって次のとおり異なりますので、ご注意ください。 

 
１ 官公庁、独立行政法人に帰属するデータ・図表等の場合 

基本的には、お客様の責任において自由にご使用ください。禁転載等の表記のあるもの
はそれに従ってください。  
 

２ 弊行以外の個別の企業・団体に帰属するデータ・図表等の場合 
ご使用の際は、当該企業・団体に直接お問い合わせ願います。 

 
３ 弊行に帰属するデータ・図表等の場合 

使用に際して、他媒体（ホームページ、雑誌、書籍、その他独自の資料等）への転載や
編集加工等が発生する場合には弊行企業金融第６部 ヘルスケア室までお問い合わせくだ
さい。 

 
 データ等の内容の正確性には十分注意を払っておりますが、万一、本ハンドブック記載
のデータ等を利用したことによって直接又は間接に不具合が生じた場合でも、弊行及び
弊研究所はその責を負いかねます。 
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      大手町フィナンシャルシティサウスタワー 
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